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 １．補助対象者について

番号 問 答

1-1 個人事業者は対象となりますか。
開業届を提出している方、青色申告をしている事業者又は白色申告者で
も事業収入を申告している方は対象となります。ただし、商工業者に限
ります。

1-2 医療関係者は対象になりますか。 医療法人、医師、歯科医師、助産師の方は「対象外」です。

1-3 調剤薬局は対象になりますか
個人事業主や株式会社の場合「対象」です。
医療法人の場合は「対象外」です。

1-4 介護施設や病院は対象となりますか。
運営者が医療法人や医師、歯科医師、社会福祉法人の事業者の方は「対
象外」です。

1-5
事業所（営業所・店舗）が県内にあるが，本社が
県外の場合対象になりますか。

「対象外」です。
県内に本店の登記を行っている法人又は住民登録を行っている個人事業
主が対象となります。

1-6
複数の業種を営んでいる場合，主な業種はどのよ
うに判断すればよいですか。

「製造業、建設業、運輸業」、「卸売業」、「サービス業」、「小売
業」の定義に当てはめることが難しい事業や、区分が異なる複数の事業
を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他の業種」に該当するも
のとしてください。

1-7
卸売業と小売業どちらの事業も営んでいる場合、
資本金・従業員数の要件はどちらの業種の数字で
判断すればよいですか。

主たる事業である方の業種要件で判断してください。

1-8

複数店舗へ省エネルギー設備へ投資をしたいと考
えています。
１店舗あたり，それぞれコスト削減枠の申請はで
きますか。

１事業者あたり、コスト削減枠の申請は１件までとなります。

1-9
賃貸マンションを経営しています。
マンションの共有設備の照明やエアコンを更新す
る際は対象になりますか。

住居を目的とした事業所における設備更新は「対象外」です。

 ２．補助対象事業・経費について

番号 問 答

２-1
同一の事業者がコスト削減枠と価値創出枠のどち
らも申請することはできますか。

可能です。事業区分ごとに１事業者につき１件まで申請することができ
ます。

2-2
事業実施により期待されるコスト削減や生産性向
上の効果について、どのように試算すればよいで
すか。

例えば、コスト削減事業として設備の更新を行う場合であれば、既存設
備と更新予定設備それぞれのエネルギー性能等を比較し、設備更新によ
り得られるコスト削減効果（消費電力量や電気料金の削減額等）を試算
してください。価値創出事業として設備の新規導入を行う場合であれ
ば、当該設備の導入により得られる生産性向上等の効果（生産量や売上
額の増加等）を試算してください。

コスト削減枠の補助対象設備となる省エネ設備は、国の「省エネルギー
投資促進事業費補助金」の対象となる設備一覧に掲載された設備、また
は同等以上の設備です。なお、国「省エネルギー投資促進支援事業費補
助金」の対象設備は、以下のアドレスから確認できます。

https://sii.or.jp/shitei04r/search/

2-4 太陽光発電設備や蓄電池は対象になりますか。
対象になります。ただし、自家消費を目的として設置するものに限るた
め、余剰電力を売電する場合は対象外となります。

企業変革力強化投資促進事業費補助金Q＆A

（事業区分について）

（コスト削減枠について）

2-3
補助対象設備となる高効率空調や照明設備の型番
はどこで確認できますか。
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2-5
太陽光発電設備の導入により期待されるコスト削
減の効果はどのように試算すればよいですか。

導入しようとする設備の発電見込量を試算し、現在の使用電力量・電気
料金を基準に、削減される電力量や電気料金を試算してください。

2-6 製氷機は対象になりますか。
「対象外」です。
対象設備については、国の「省エネルギー投資促進支援事業費補助金」
の対象設備で確認をお願いします。

2-7 電球をLEDに代えたいのですが，対象ですか。

単に電球をLEDに変更する場合は「対象外」です。
人感センサー等の調光機能のある照明への変更の場合は「対象」です。
調光機能のある照明を設置する場合には、実際に調光出来るよう導入を
お願いします。

2-8 オーダーメイドの冷蔵設備は対象になりますか。

既製品を組み合わせるオーダーメイドは「対象」です。
デザイン料やオーダーメイドに伴う人件費等は「対象外」です。
見積書では、デザイン料等に係る経費の内訳がわかるよう記載をお願い
します。

省エネルギーによるコスト削減効果が認められる場合は「対象」です。
なお、省エネルギー効果については、以下に掲載する国の「省エネル
ギー投資促進支援事業費補助金」の登録要領から、設備ごとに求められ
る省エネ基準や消費効率を参考としてください。

https://sii.or.jp/shitei04r/uploads/r4h_kt01_seihinkatabantourokuyoryo.pdf

2-10
エアコンを１０畳用から１４畳用に更新したい
が、対象になりますか。

現在設置しているエアコンをより大きな物へ変更した場合、同じ室内環
境（効果）を保つにあたり、省エネルギーになるのであれば「対象」で
す。

2-11

申請にあたって機械設備の導入を検討するため、
専門家（コンサルタント等）に現状分析や改善提
案を依頼したいのですが、採択された場合、当該
専門家への委託費（報酬の場合も含む）は設計費
として補助対象になりますか。

交付決定日より前に行われた発注や契約等による経費は「対象外」で
す。

2-12
パソコンやタブレット端末は補助対象となります
か。

汎用性の高いパソコン本体（タブレット端末含む）・周辺機器について
は、生産性向上のために導入するソフトウェアやシステム等と一体と
なって利用するため、必要と認められる最小限度で補助対象となりま
す。詳細は募集要項を参照してください。

2-13

補助対象事業以外の事業活動においても使用する
ことが可能な汎用性が高い機械・設備は補助対象
外とのことですが、具体的にどのようなものが挙
げられますか。

具体的には自動車や自動二輪車、自転車、スマートフォン、カメラ、
机、椅子などが挙げられます。なお、パソコンやタブレット、周辺機器
については要件を満たすものに限り対象となります。詳しくは募集要項
を参照してください。

2-14
現在使用しているパソコンを新型のパソコンに更
新することで業務効率の向上が見込まれますが、
補助対象となりますか。

単なる取り替え更新にとどまる場合は対象とはなりません。

2-15
新商品の開発に係る費用は補助対象となります
か。

新商品の開発のために必要となる機械・設備の導入など、設備投資に係
る費用が補助対象となります。

（価値創出枠について）

2-9

エアコンを設置したいが、国の「省エネルギー投
資促進支援事業費補助金」の対象設備は、大企業
向けの大きな設備であり対象設備一覧に入ってい
ない。省エネルギー効果のあるもので、小さなエ
アコンは対象になりますか。



（R5.7.21版）

企業変革力強化投資促進事業費補助金Q＆A

2-16
ECサイト構築したいが、構築後のランニングコス
トは補助対象となりますか。

補助事業実施期間内（交付決定日から令和５年１２月３１日まで）に係
る経費は補助対象となります。

2-17
既存設備の修繕については補助対象となります
か。

補助対象とはなりません。

2-18 店舗の改装に係る工事費は対象となりますか。 補助対象とはなりません。

2-19
導入により業務効率の改善が見込まれる家庭用及
び一般事務用ソフトウェアの購入費用（又はライ
センス費用）は補助対象となりますか。

補助対象とはなりません。

2-20
申請時に提出する「期待される効果の算定資料」
とはどのようなものが必要ですか。

補助事業計画書に記載した「事業実施によって得られる効果」（コスト
削減や生産性向上等の効果）について、根拠となる資料を提出してくだ
さい。例えば、コスト削減枠の事業であれば、現行設備と導入予定の設
備それぞれの製品カタログ（省エネ性能が記載されている部分）などが
考えられます。

2-21
単価が５万円の備品を２台購入する場合は，合計
で１０万円となるが，複数の見積書をとる必要が
ありますか。

相見積は不要です。
単価１０万円以上となる場合には複数の見積書が必要です。

2-22
複数の設備をまとめて購入し，総額が１０万円を
超える同一業者への支払いについて，現金払いは
補助対象外となりますか。

同一業者に対する税抜１０万円を超える現金払いは「対象外」となりま
す。「銀行振込」により支払いを行ってください。

2-23
補助対象にする経費としない経費が請求書に混在
しているが請求書を分ける必要がありますか。

補助事業とその他の事業との経費の区分管理の観点から、請求書は対象
経費と対象外経費とを分けることが望ましいですが、混在している場合
は、マーカーや注意書きにより、補助対象経費とそれ以外が明確にわか
るようにしてください。

2-24 クレジットカード払いは可能ですか。 「対象外」です。

2-25 金券やポイントでの購入は可能ですか。

 商品券・金券の購入、電子マネー・仮想通貨・クーポン・（クレジット
カード会社等から付与された）ポイント・金券・商品券（プレミアム付
き商品券を含む）での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切
手・手形での支払い、相殺による決済は「対象外」です。

2-26
導入する機械設備等は中古品も補助対象となりま
すか。

「対象外」です。

2-27
申請にあたってはどのような書類を提出する必要
がありますか。

申請時に必要となる書類については、募集要項の９ページ「Ⅱ-3.応募書
類」をご確認ください。

（その他）
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 ３．変更申請について

番号 問 答

3-1 軽微な変更とはどのような変更ですか。

①補助対象経費の区分ごとに配分された額について、その２０パーセン
ト以内の金額の変更をしようとする場合。
②補助事業の内容変更にあっては、「補助目的に変更をもたらすもので
はなく、かつ、補助事業者の自由な創意により、より能率的な補助目的
達成に資するものと考えられる場合」または「補助目的及び事業能率に
関係がない事業計画の細部の変更である場合」
上記①、②については軽微な変更として、変更承認申請書の提出は不要
です。なお補助金申請額総額の増額は認められません。

3-2 変更承認申請書の際には何を提出するのですか。
「補助事業の経費の配分（内容）変更承認申請書（様式第４号）」を提
出してください。なお、経費の配分の変更の場合は、合わせて、見積
書、請求書等、変更する額の算出根拠を添付してください。

 ４．実績報告について

番号 問 答

4-1 実績報告はいつまでに提出するのですか。
事業を完了（補助対象経費の支払いまで含む。）した後、３０日を経過
した日又は令和６年１月３１日までのいずれか早い日までに、提出して
ください。

4-2 実績報告の際には何を提出するのですか。
「実績報告書（様式第８号）」及び実績報告書別紙１、別紙２を提出し
てください。またそれぞれ支出した経費の証拠書類を添付してくださ
い。

4-3
実績報告の写真は，どのような写真が必要です
か。

補助事業の実施内容がわかる写真を添付ください。
導入した機械設備等の写真（全体及び型番がわかる写真）の実施内容が
わかる実施前後の写真等を提出ください。

 ５．その他

番号 問 答

5-1 補助金受領後，何らかの義務が発生しますか。

補助事業年度終了後５年間は、会計検査院による検査等が行われること
があり、補助事業者は検査等に協力する義務があります。
そのため、経費の支払に係る書類等は、補助事業年度終了後必ず５年間
保存してください。
既に補助金を受給した場合でも、会計検査院の検査結果によっては、補
助金の返還等を命ぜられる場合もあります。

5-2
導入を予定している設備の在庫切れに備え、交付
決定前に発注（または契約）してもよいですか。

交付決定日より前に発注・契約等を行った経費については補助対象とは
なりません。

5-3 申請が受付されれば必ず採択されるのですか？
申請いただいた事業計画についてその必要性や有効性などを総合的に審
査し、採択・不採択を決定するため、受付されたものが必ず採択される
ものではありません。


